
経営技術

負のスパイラルからの脱却
～経営改善へのプロジェクト～

富士開拓農業協同組合 奥 村 雄 希

経営の概要

酪農経営を営む後藤牧場は、静岡県富士宮

市の朝霧高原にあります。富士山西麓に位置

する朝霧高原は戦後開拓によって築かれた酪

農地帯です。溶岩や火山灰でできた大地に草

地を作りながら酪農を行い、一時期酪農家戸

数は１３０戸を数えましたが、現在は４２戸まで

減少しています。地域全体では約７００ha の草

地を有するものの、現在利用している草地は

５４０ha ほど。飼養牛頭数は約５０００頭、生乳生

産は静岡県の約４０％を占めています。

現在、自宅横に哺育・育成、乾乳舎を配置

し、育成牛は２４頭を飼養。自宅から１kmほ

ど離れた牛舎（賃貸）につなぎで経産牛４０頭

を飼養し、搾乳しています。

後藤牧場は経営主の後藤さんと奥さんが主

に管理し、後藤さんは飼料作、哺育育成から

一般管理を含め酪農全般を担当、奥さんは牛

舎清掃、搾乳を担当し、後藤さんのお母さん

と娘さんが育成管理を手伝っています。

就農から経営状況の悪化へ

後藤さんは平成元年２４歳で、実家の後藤牧

場に就農。当時２６頭を搾乳していましたが、

就農後数年で、経営者としての未熟さや飼養
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管理の失敗から経営状況が悪化しました。

経営の立て直しのため、規模拡大を考え、

近くの離農した牧場の牛舎を借り、負債整理

と牛舎改造のための借入をし、再建をスター

トさせました。当初はそれなりに生産量も伸

び回復基調になったと思われましたが、５～

６年経つころ年間分娩頭数が減少したこと

で、出荷乳量の低下を引き起こし、再び経営

状態が悪化、負のスパイラルへ突入しまし

た。この間に農協への未払金が発生し、その

額は１０００万円を超える状況になりました。

経営改善への取り組み

１．プロジェクトチームによる営農指導

富士開拓農業協同組合（以下農協）では、

以前から未払金のある農家を特別指導農家と

して指定し、営農指導を行っていました。後

藤牧場もその特別指導農家に指定され、毎

月、乳代精算時に農協で、その月の収支報告

やさまざまな指導を行っていましたが、負の

スパイラルから抜け出す糸口を見いだすこと

ができないでいました。

そんな時、農協が飼料の共同購入を実施

（平成２６年１１月）し、安くて良質な配合飼料

の提供が始まりました。後藤牧場は真っ先に

農協指定配合飼料に変更しました。この変更

により１頭当たりの餌代が１日当たりで１００

円ほど下がりましたが、それだけでは根本的

な経営の改善には至りませんでした。

また、ほぼ同時期に経営改善のため、組合

長自らの提案で、特別指導農家への徹底した

営農指導が行われるようになりました。以前

は机上のみの指導でしたが、農協職員が指導

農家に関係する全ての技術者（飼料会社、コ

ンサル、獣医師等）をコーディネートし、改

善プランを組み立てるというものです。

平成２７年秋、この専門家によるチームを形

成し、後藤牧場の経営改善プロジェクトが始

動しました。

２．繁殖改善

第一に取り掛かったことは、経営の安定化

に不可欠な繁殖成績の向上に向けての取り組

みでした。週１回繁殖検診を実施して、障害

牛の治療とフレッシュ牛の状態を見ることで

栄養面をチェックし、TMR設計にフィード

バックして受胎率を向上させました。

コンサルタントに設計してもらった TMR

を給与し、餌寄せの回数を増やし、牛を観察

することで早期に発情を発見して種付けをす

る。至極当然の作業ですが、幾つかポイント

があります。

繁殖状況改善のアプローチは、①牛舎の中

でステージごとに乳牛を並び換えて、授精適

期の牛に注意し受胎を遅らせないこと、②受

胎した牛は搾乳後期で太らせないようにし、

乾乳期の飼養管理を徹底させること、③産後

の発情回帰が順調になれば３０～４０日で初回発

情があり、５０～６０日で１回目の種付けを行

う、④リターンで７０～８０日で２回目の種付け

を行い、不受胎牛はプログラミングにより積

極的に受胎させる。

これには、週１回の繁殖検診が重要で、プ

ロジェクトチームの獣医師とのタイアップが

不可欠です。またそれに加え、プロジェクト
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後藤牧場 市場平均
販売価格 体重 販売価格 体重

F１オス ３４９，００１ ９０．８ ２８０，４６６ ８２．３
F１メス ２９１，２３８ ８７．８ ２３７，３６６ ７７．４
Hオス １１４，６８３ ６９．０ ８１，３１１ ５９．３

（図１） 子牛販売価格（平成２９年１～１２月平均）
（単位：円、kg）

チーム「全体」での情報共有が必須です。

３．カウコンフォート

繁殖状況の改善と同時に牛舎環境の改善に

も取り組みました。農協職員が巡回し、牛舎

環境の向上を目指し水槽清掃や暑熱対策等、

さまざまなアドバイスを行いました。

後藤さんは、「マットを交換して快適性を

向上させ、水槽をきれいし、きれいな水を飲

みたいときに飲みたいだけ飲める環境を作る

ことが、生産性や繁殖成績にこんなにも大き

く影響するとは」と驚いていました。

４．TMR給食体系による省力化

後藤牧場では、これまで TMRを自作して

いましたが、自給粗飼料収穫等の作業などで

時間に追われ、なかなか安定した TMRを製

造できずにいました。プロジェクトチームか

らの助言により、指定配合と自給粗飼料を使

用した「農協 TMR給食」の活用に切り替え

ました。

自給粗飼料を利用した TMRを使うにあた

り、アグバックで貯蔵されたサイレージの運

搬・保管が問題となりましたが、コンビラッ

プでロールサイレージへとリパックすること

で貯蔵管理でき、アグバック開封時の変敗の

解決策にもなりました。

平成２７年１２月から製造を開始し、約１ヵ月

間の発酵期間を経て、翌年２月から給与を開

始しました。

給食体系に変更したことで、TMR製造や

ミキサーの管理などに費やしていた時間を、

牛の観察、哺育育成管理に充てることができ

ました。楽をするのではなく、空いた時間を

有効に利用することで飼養管理にゆとりが生

まれ、強化哺育技術の導入と相まってスモー

ルの発育が飛躍的に良くなり、副収入である

F１の販売収益が増加しました（図１）。

さらに、TMRに切り替えた利点は、発酵

TMRであったことです。今までの TMRは、

（写真１） 朝霧高原 （写真２） プロジェクトチームによる定例会議
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夏から秋にかけて２次発酵を起こし、嗜好性

の低下など課題がありましたが、発酵 TMR

は、２次発酵が全く起きず、安定した TMR

を牛へ給与できるようになりました。夏の高

温下、暑熱ストレスで食欲が低下する状況の

中でもよく食べることができ、結果として繁

殖成績の向上、受胎率の向上につながりました。

牛の観察時間の増加は発情発見率の向上に

つながり、分娩後の初回受精がほぼ６０日以内

となりました。受胎率が低いといわれる経産

牛への雌雄判別精液の使用に関しても、１回

で受胎する牛も増え、飛躍的に繁殖状況が改

善されていきました。

５．客観的データの重要性

さらに細かい飼料設計とその結果のフィー

ドバックには、客観的なデータや数値が必要

になるので、平成１６年に停止していた牛群検

定を平成２７年９月から再開しました。データ

が出始めた平成２８年６月の分娩間隔は４４７日、

経産牛１頭当たり乳量約７９００kg 前後とひど

い数値でしたが、プロジェクトチームの指導

が始まってほぼ１年経った平成２８年１２月の繁

殖成績は、平均空胎日数が１４８日でした。平

成２９年１２月には１０２日に改善し、分娩間隔も

３９２日と改善されました（図２）。

６．繁殖成績改善による収益性向上

後藤牧場がこの３年で取り組んできたこと

は、端的に言うと「繁殖を改善した」ことに

尽きます。飼養管理の向上は、繁殖改善につ

ながります。健全な繁殖サイクルに乗せるに

は、泌乳後期で太らせない適切な管理と、乾

乳期間の管理で決まります。繁殖状況が改善

されてからは、雌雄判別精液により後継牛を

確保しながら、F１という副産物収益も確保

しました。

増頭することでの年間乳量アップに頼ら

ず、適正なサイクルによる１頭当たりの乳量

を増加することで収益性を向上させることが

できました（図３、４）。いずれにしても、

繁殖成績の向上は、酪農の本業である生乳生

産の増加につながる最優先課題です。

今後の課題と展望

現在、後藤牧場は，農協が毎日行っている

（写真３） ビフォー（クモの巣だらけの牛舎） （写真４） アフター（壁面を石灰塗布）
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乳質、乳成分検査で管内

上位のレベルにありま

す。しかし、自家育成の

初産牛の成績はまだ低

く、育成管理にやや問題

があります。

プロジェクトチームの

コンサルタント、獣医師

が、生後６ヵ月齢までの

管理の重要性を指導して

います。繰り返しになり

ますが、給食 TMR体系

への切り替えで生まれた

時間を活用し、強化哺育

によるスモールの飼育を

始めることができたため、今では４５～５０日齢

で９０kg 以上の F１を出荷できるようになりま

した。この哺育方法で後継牛となるホルスタ

インメス子牛も良好に発育するようになり、

現在は２２ヵ月齢での分娩を目標に飼育してい

ます。

酪農家はデイリーマンです。日々の積み重

ねが良くも悪くも結果として表れます。しか

し、全てのことを自分一人で行うには限界が

あります。農協がプロジェクトチームを設置

し支援した結果、後藤さんは経営主がやるべ

きことが何であるかを学び実践されました。

そしてやり方を間違えなければ必ず利益が出

る仕事だと気づいていただいた。なぜなら２

年間で、１０００万円以上の未払金を完済するこ

とができたからです。

後藤さんが、プロジェクトチームに参画し

ている飼料会社から聞いた言葉があります。

それは「餌を売るのではなく幸せを売りなさ

いとの方針を持って営業している」との言葉

です。この言葉を聞き、後藤さんは「私は餌

を買っているのではなく、幸せを買っている

のだ」と思ったそうです。

後藤さんは、今後も良好な繁殖状況を継続

し、牛の能力を最大限に発揮させ、マーケ

ティング力を高めていくことが必要だと思っ

ています。また経営者として「儲かる酪農」

を継続し、一人でも多くの仲間（酪農家）に

伝え経営者に導くことが、与えられた役割で

あり、この地域を未来へつなげる方法の一つ

だと考えています。そして、それがプロジェ

クトチームへの恩返しにもつながると思って

います。

（筆者：富士開拓農業協同組合営農課課長補佐）

検定年月 平成２８年６月 平成２８年１２月 平成２９年６月 平成２９年１２月
個体乳量（kg） ７，９１５ ８，３９７ ８，９７５ ９，０４３
体細胞 （万／ml） ２０．０ １５．６ １１．９ １０．９
平均産次数（産） ３．２ ２．９ ２．８ ３．０
空胎日数（日） １７１ １４８ １１４ １０２
分娩間隔（日） ４４７ ４２０ ４０４ ３９２
平均種付け回数（回） ２．０ １．９ １．６ １．８

（図２） 検体成績の推移（過去１年平均）

（図４） 利益率の推移（図３） 年間出荷乳量の推移
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志 藤 博 克

乳牛との接触による事故の実態と対策
―つなぎ飼い編―

乳牛との接触による事故

酪農家からしばしば「牛飼いなら踏まれた

り蹴られたりするのは当たり前」と聞くこと

があります。牛との不測の接触によるケガ

が、些細なこととして認識されている印象を

受けます。しかし、筆者が９道県のつなぎ飼

いとフリーストール・フリーバーンの合計４０

戸の酪農家に聞き取り調査を実施したとこ

ろ、「些細なこと」どころか長期の入院を強

いられた事例もあることが明らかになりました。

北海道農作業安全運動推進本部の調べによ

ると、２０１８年に報告された農作業事故２１６６件

のうち、家畜との接触による事故の件数が最

多の８１７件を占め、農業機械による事故の６４１

件を大きく上回っています。都府県では負傷

事故への調査がほとんど行われていないた

め、牛との接触による事故は表面化していま

せんが、本調査によって見過ごしできない問

題であると推測されました。今月はまず、つ

なぎ飼い牛舎での事故事例を紹介します。

聞き取り調査結果

北海道、岩手県、富山県、埼玉県、千葉

県、岡山県、徳島県、熊本県、宮崎県のつな

ぎ飼い酪農家２７戸に聞き取り調査を行いまし

搾乳 移動 給餌 保定 牛床清掃 その他
１３ ３ ３ ３ ３ ２

件数
入院 通院＊）

１カ月以上 １カ月未満 １カ月以上 １カ月未満 通院なし
蹴られ ５ １ ０ ２ ０ ２
挟まれ ２ ０ １ ０ １ １
踏まれ ３ ０ ０ １ ２ ０
転倒 １ ０ ０ ０ １ ０
その他 ２ ０ ０ ０ １ １

（表１） 作業別事故件数

（表２） 搾乳時の事故での負傷度合い

＊退院後の通院も含む
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た。平均経産牛飼養頭数は４６頭、事故被害者

の平均年齢は４９歳、酪農経験平均年数は２１

年、性別は男性２０人、女性７人でした。

事故発生時に行っていた作業で最も多かっ

たのは搾乳時で、１３件（４８％）と他の作業時

よりも抜きん出ていました（表１）。内訳は

「蹴られた」が５件と最も多く、「踏まれた」

３件、「挟まれた」２件と続きました。また、

ケガの度合いについては、膝を蹴られ５１日間

入院した女性の事例を筆頭に、入院を要する

事例が２件、１ヵ月以上の通院が３件、１ヵ

月未満の通院が５件ありました（表２）。そ

の他、入通院しなかったものの全治２ヵ月に

も及んだ事例もありました。

調査先の多くは労働力に余裕がないため、

よほどのことがない限り入院はもちろん、通

院さえせずに痛みに耐え続けていました。ま

た、北海道を除く８県の被害者は全て、労災

保険に加入しておらず、被害者が作業できな

い間のヘルパー代が酪農経営に大きな負担と

なっていました。一方、北海道の被害者は全

て労災保険に加入しており、休業補償をヘル

パー代に充当することで経済的な負担を免れ

ていました。

搾乳中の事故事例を表３に示します。

要因分析の結果

表３の事故事例について、被害者本人に関

する人為的要因、作業環境と当事者との関係

における要因、牛と当事者との関係における

要因について分析しました。

１）人為的要因

「牛を大声で叱ってはいけないことを知ら

なかった」（事例 I）、「胴締めの本来の適用

方法を知らなかった」（事例 J）等、適切な

作業のために必要な知識が不足していたこと

が要因となった事例が７件挙げられました。

このうち４件の被害者は４０歳代以上で、一定

の作業経験がある一方、正しい知識が十分に

理解されていないことが浮き彫りとなってい

ます。また、「注意が必要な牛であることは

知っていたが油断していた」（事例A）、「出

かける用事があり、急いで搾乳した」（事例

E）等、適切な作業がどういうものかを知っ

ているにもかかわらず、励行しなかったこと

も要因として挙げられました。さらに、事故

後すぐ病院に行かず、症状を悪化させた事例

（事例 F、I）もありました。

２）作業環境と当事者との関係における要因

事故に直接関係した要因としては、折れた

サイドパーティションに前腕部が刺さった事

例 Fと、牛とサイドパーティションの間に

挟まれた事例 Jの２事例だけでしたが、つな

ぎ飼いでの搾乳作業は狭く、逃げ場がない場

所で行わざるを得ないことから、実際はこの

点が直接的な要因となる事故事例も多いもの

と推測されます。こうした環境での作業が避

けられない以上、牛の危険行動を促すような

ストレスを与えないよう、心がけるべきで、

ストレス要因の一つである牛舎環境について

多くの農家で改善の余地が認められました。

例えば、１頭当たりの牛床寸法の推奨値

（長さ１．８m以上、幅１．３m以上）を下回っ
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ていた例は１２戸中７戸を占め、横臥した牛の

乳房がバーンクリーナに落ちている状態でし

た。タイレールによって首の上部に擦り傷が

ある牛も見られました。

３）牛と当事者との関係における要因

初産牛にとって搾乳は大きなストレスとな

ります。搾乳作業への警戒心や恐怖心が「蹴

り」などの行動の原因となることから、初産

牛の危険行動を抑制するためには、ことさら

慎重な作業が必要であり、「知ってはいたが

注意が不足していた」ことも要因として重

なっています。

これ以外にも各事例から、牛が日頃から何

らかのストレスを抱えていることに起因して

いる可能性がうかがえました。該当する１３戸

中、８戸で乳検データから平均乳量と体細胞

数を調査した結果、５戸は平均体細胞数が２０

万以上で、「年間で成牛頭数の６割くらいが

獣医にかかる」「毎月、成牛３４頭のうち２～

３頭が病気にかかる」「成牛６０頭のうち、年

に数頭が疾病で除籍になる」ということでし

た。健康上の問題を抱える牛は、外的な刺激

に対して過敏になるため、突発的な動きをす

ることが多いようです。

また、しつけも含めた飼養管理に不適切な

点が見受けられた事例もありましたが、これ

は作業者の牛に対する接し方が荒いだけでは

ありませんでした。事例Hでは当該牛が拒

絶行動を起こす要因が認められなかったこと

に加え、被害者が当該牛を子牛のときから猫

かわいがりしていたため、甘え行動によるも

のと考えられます。産業動物としての牛と作

A．以前から踏み癖があった経産牛に搾乳中、足を踏まれた
B．初産牛にティートカップを装着するとき右腕の前腕部を蹴られた
C．初産牛を搾乳中に牛が暴れ出し、倒れた被害者が踏みつけられた
D．ティートカップ装着時、牛が身体を寄せてきたため、後方に転倒した拍子に右足首を骨
折した

E．搾乳作業を急いで行ったため、牛が驚いて蹴り、右腕を打撲した
F．牛に身体を寄せられて後に手をついたとき、折れていたサイドパーティションの支柱が
右前腕部に突き刺さった

G．急いで乳頭清拭したときに蹴られて右手薬指の付け根を骨折した
H．前搾り後に立った瞬間、牛が鼻先で被害者の左脇腹を押したため、通路向かい側の牛の
臀部に倒れ込み、体側を蹴られた

I ．牛がミルカのホースを抜いたので、慌てて大声で叱って叩いたところ、牛が尻を振って
被害者の左足を踏んだ

J ．蹴り癖がない牛だが念のため胴締めを付けて搾乳していたが、ミルカを外したとたんに
牛が倒れてきてサイドパーティションとの間に挟まれ、胴締めのハンドルが胸にぶつ
かった

K．普段はおとなしい牛の乳頭清拭を行おうとした瞬間、被害者の左腿外側部を蹴り下ろし
た

L．搾乳作業中に前後の牛に挟まれ、身動きが取れなくなったが、すぐに離れた
M．乳頭清拭しているときに牛が被害者のベルトをくわえて持ち上げた

（表３） 搾乳中に発生した牛との接触による事故
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業者の適切な関係を構築するため留意すべき

事柄について、いま一度考察すべき必要性が

示唆されました。

また、普段はおとなしく、これまでにも

蹴ったことがない健康な経産牛に蹴られたと

いう事例Kもありました。この事例では、

牛舎環境も良好で、被害者の牛の扱い方にも

特に問題点は見られず、被害者は牛がサシバ

エ等に刺された可能性を示唆しましたが、そ

れが要因だとすれば、牛舎周辺の雑草を取り

除くなど害虫の発生を抑制する対策も必要と

考えられます。

事故要因から検討した
対策案

１）作業者への対策

牛を扱う際に恐怖心や警戒心、不快感等の

ストレスを与えるような行動を取ることは、

乳量の減少、疾病や繁殖障害などの原因とさ

れ、アニマルウェルフェアの面からも慎むべ

きこととされています。牛の扱い方が荒い

と、群全体に警戒心・恐怖心が伝播し、共同

作業者にも事故のリスクが高まるため、慎重な

作業の励行が必要ですが、経験年数の長い作

業者でも徹底されていない事例が多かったです。

また、足を踏まれることに対して、安全長

靴を履けば無傷あるいは軽傷で済むことが期

待できるのに、そういう認識は欠如していま

した。獣医師や酪農コンサルタント等による

日頃の指導内容に、作業安全も含めていただ

くなど、酪農家の安全認識を高める取り組み

が必要です。

２）作業環境への対策

つなぎ飼いの搾乳時の事故では、牛と牛、

あるいは牛とサイドパーティションの間で作

業せざるを得ず、場所が狭く、万一の場合も

逃げ場がありません。作業者は常に危険な場

所で作業していることを自覚しておく必要が

あります。破損箇所は速やかに修理し、被害

の拡大につながる要因はできるだけ排除して

おくことも重要と認められました。

３）牛への対策

牛の危険行動を抑制するためには、牛舎形

式の違いにかかわらず、行動の原因となるス

トレスを取り除く必要があります。従って、

牛に蹴られたからといって棒で叩くなどの行

為は慎むべきであり、時間をかけて馴致する

しかありません。

こうした心理的ストレスのほか、不適切な

飼養環境や栄養管理におけるストレスも見直

すことが重要です。これらのストレスは危険

行動だけでなく乳量低下や疾病の原因ともな

り、収入の減少を招くとともに治療費や初任

牛の導入コストがかさみ、経営状態の悪化を

も招きます。ストレスを取り除けば採食量が

増え、健康状態の改善が図られるとともに乳

量が増加することから、事故のリスク低減化

と収益の向上が期待できます。つまり、「安全

は利益になる」ことを認識する必要があります。

次回は、フリーストール・フリーバーンで

の事故事例について紹介します。

（筆者：農研機構 農業技術革新工学研究センター
農業機械連携調整役）
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畜産データボックス畜産データボックス

（公社）中央畜産会 半 田 裕 紀

畜産クラスターに係る
全国実態調査結果について―酪農編―

はじめに

わが国の畜産は、近年、飼料価格が高止ま

りする中、生産物価格は堅調に推移している

ものの、担い手の高齢化、後継者不足により

経営戸数の減少に歯止めがかからない状況で

あり、生産基盤の脆弱性が深く懸念されてい

るところです。土地利用条件に大きく制約を

受ける等、限られた資源を活用せざるを得な

いわが国の畜産においては、個々の畜産経営

体の努力だけでは解決できない課題が多くあ

ります。

そこで、農林水産省では「畜産経営を核に、

行政、畜産関連組織・産業、地域住民等が結

集し、地域ぐるみで畜産の収益力向上を図る

体制（畜産クラスター）」の構築により、地

域の畜産生産基盤の強化を推進するための諸

施策を平成２６年度から推進しています。本施

策では、個人では対応の難しい課題であって

も、関連する人々・産業が連携し合い、個々

の資源・ノウハウを結集させ地域が一丸とな

ることで、解決策への道が開けるという考え

方（畜産クラスター計画）の基本方針が掲げ

られています。

本会では、平成２７年度より畜産クラスター

の中心的な経営体の育成のための参考値・指

標値を整備するために、道府県畜産協会の協

力のもと、全国の畜産経営体を対象に経営状

況に係る全国実態調査を実施し、全国実態調

査の結果を基に酪農および肉用牛経営の収益

性や生産技術成績等の全国平均値を組み換え

集計し、とりまとめを行っています。

調査結果は、中央畜産会ホームページ

（URL：http://jlia.lin.gr.jp/cluster/）に掲載

しています。

内容は経営の概要、損益、収益性の諸要因

および施設投資・資金借入状況の各項目の調

査結果を示しています。

本稿では平成３０年度に実施した畜種ごとの

調査結果の中から、まず酪農経営に焦点を当

て、経営の現状を把握するため、家族労働力

１人当たり所得階層別の比較を行いました。

調査の概要

平成２９年１～１２月の間に期首を迎えた事例

を対象に、１３５戸（北海道３５戸、都府県１００戸）

の酪農経営で調査を実施しました。

北海道と都府県別に、家族労働力１人当た

りの所得の高い順から、所得階層を上位２０％

グループ（以下、上位）、中位６０％グループ

（以下、中位）、下位２０％グループ（以下、

下位）と分け、差が顕著となる上位と下位で
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北海道 都府県
経営の概要 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％ 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％
集計件数 ３５ ７ ２１ ７ １００ ２０ ６０ ２０
労
働
力

労働力員数 （人） ４．０ ４．４ ３．８ ４．５ ３．７ ４．０ ３．７ ３．３
うち家族員数 （人） ３．３ ４．１ ３．５ ２．２ ３．０ ３．１ ３．２ ２．３

経産牛頭数 （頭） ８６．５ ５５．４ ８３．２ １２７．６ ５８．１ ５７．４ ５５．９ ６５．３

の
べ
面
積

耕
・
草
地

個別利用自作地 （a） ４，６７４．３ ３，６４４．３ ５，４０４．３ ３，５１４．３ ６５２．４ ９１１．５ ４５１．２ ９９６．８
個別利用借地 （a） ９３７．５ ５６０．０ １，００５．８ １，１１０．０ ８１２．３ ６８４．５ ６７０．０ １，３６７．０
共同利用地 （a） ２，５２５．３ ３，１１５．７ １，７９８．５ ４，１１５．４ １３６．５ １０５．０ １８７．５ １５．０
計 （a） ８，１３７．１ ７，３２０．０ ８，２０８．６ ８，７３９．７ １，６０１．２ １，７００．９ １，３０８．７ ２，３７８．８

生
産
・
販
売
量

産乳量 （kg） ７８１，９４４ ４８１，３０８ ７５１，８２９１，１７２，９２４ ５２７，８７７ ５０３，９４５ ５１２，２６３ ５９８，６５０

販
売
量

牛乳 （kg） ７７９，０８７ ４８１，３０８ ７４７，０６７１，１７２，９２４ ５２５，２３２ ５０１，５５２ ５０８，７６１ ５９８，３２３
子牛・育成牛・肥育もと牛 （頭） ５４．６ ２９．４ ５１．８ ８８．０ ３４．７ ３２．４ ３３．３ ４１．４
肥育牛 （頭） ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０

（表１）経営の概要（家族労働力１人当たり所得階層別）

比較しました。

１．経営規模

表１に経営規模等の概要を示しました。

（北海道）

北海道における１戸当たりの労働力員数

は、全体が４．０人、上位は４．５人、下位は４．４

人でほぼ同員数でした。しかし、うち家族員

数は上位が２．２人、下位は４．１人で、上位が

１．９人少なく、雇用労働員数は上位が多くな

りました。

経産牛頭数は、全体が平均８６．５頭、上位が

１２７．６頭、下位が５５．４頭で、上位は下位に比

べ７２．２頭多くなりました（上位は下位の２．３倍）。

（都府県）

都府県における１戸当たりの労働力員数

は、全体が３．７人、上位３．３人、下位４．０人で、

上位が下位に比べ０．７人少なくなりました。

うち家族員数は上位２．３人、下位３．１人で、上

位が下位に比べ０．８人少なくなりました。雇

用労働員数は０．５～１．０人で、階層による差は

ありませんでした。

経産牛頭数は、全体５８．１頭、上位６５．３頭、

下位５７．４頭で、上位は下位に比べ７．９頭

（１４％）多くなりました。

２．収益性

表２に損益を示しました。

（北海道）

北海道における経産牛１頭当たり売上高

は、全体が１０３万６０００円、上位は１０９万６０００

円、下位は９９万４０００円で、上位は下位に比べ

１０万２０００円（１０％）多くなりました。そのう

ち経産牛１頭当り牛乳販売収入は、全体が８６

万８０００円、上位は８８万６０００円、下位は８２万

４０００円で、上位が下位に比べ６万２０００円

（７％）多くなりました。

経産牛１頭当たり売上原価は、全体が７７万

３０００円、上位は７０万８０００円、下位は８７万３０００

円で、上位が下位に比べ１６万５０００円（１９％）

少なくなりました。当期生産費用をみると、

自給飼料費は、上位が３万６０００円、下位が５

万４０００円で、上位は下位に比べ１万８０００円

（３２％）少なくなりました。労働費は、上位

が９万５０００円、下位が２０万２０００円で、上位は

下位に比べ１０万７０００円（５３％）少なくなりま
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北海道 都府県
損益（補助金を圧縮する場合）経産牛１頭当り（円） 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％ 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％
集計件数 ３５ ７ ２１ ７ １００ ２０ ６０ ２０

売
上
高

牛乳販売収入 ８６７，８５５ ８２４，３６９ ８７６，３５３ ８８５，８４６ １，０７７，２４９ １，０２０，８２１ １，０９０，９６９ １，０９２，５２１
子牛・育成牛販売収入 １４５，１６８ １３１，４３４ １３４，５２９ １９０，８１７ １４３，０８６ １１４，７４４ １４８，６８６ １５４，６２７
肥育牛販売収入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
堆肥販売・交換収入 １１ ０ １８ ０ ２，４３５ ３，５２５ ２，２６９ １，８４４
その他 ２３，１３３ ３８，５０１ １９，２４６ １９，４２５ １６，８７６ ２０，３５６ １４，３１５ ２１，０８１
計 １，０３６，１６６ ９９４，３０３ １，０３０，１４７ １，０９６，０８８ １，２３９，６４７ １，１５９，４４７ １，２５６，２３９ １，２７０，０７２

売
上
原
価

期首飼養牛評価額 １０８，２３１ １１７，１５１ １０９，９７５ ９４，０７９ １０１，２１８ １１３，５８２ １０３，８３７ ８０，９９４

当
期
生
産
費
用

種付料 １６，７１２ １９，９９２ １６，１２１ １５，２０５ ２１，１９２ ２２，０８１ ２０，１３２ ２３，４８１
もと畜費 １１，３１４ ３２，３２７ ０ ２４，２４２ ２４，１８９ ３１，０５１ １９，６０５ ３１，０７８
購入飼料費 ２９３，７９５ ２９４，０８０ ２９５，６１１ ２８８，０６５ ５３３，１６３ ５６７，１７５ ５３４，８８３ ４９３，９９０
自給飼料費 ４２，０５２ ５３，７２０ ４０，０４３ ３６，４０９ １７，６４９ １８，２１９ １８，２９５ １５，１４０
敷料費 ７，９４１ ８，０８６ ６，１６４ １３，１２５ １１，４１４ １５，１１８ １１，６６９ ６，９４７
労
働
費

雇用 １３，６０３ ７，７２７ ８，５３１ ３４，６９２ ２７，９４５ ３６，４１０ ２２，１０８ ３６，９９０
家族 １２１，１５３ １９４，４３２ １１６，８６９ ６０，７２４ １７３，９９９ ２５３，４５５ １７２，３１２ ９９，６０２
計 １３４，７５５ ２０２，１６０ １２５，４００ ９５，４１７ ２０１，９４３ ２８９，８６５ １９４，４２０ １３６，５９２

診療・医薬品費 １９，５０１ ２５，９７１ １７，３３１ １９，５４１ ３９，０３１ ５２，４８１ ３５，５８６ ３５，９１７
電力・水道費 ２３，７９１ ２１，３６３ ２４，２９８ ２４，７０１ ３０，１０３ ３２，７４３ ３０，３３４ ２６，７６８
燃料費 １５５，５７５ １８，３０７ １４，７６３ １５，２７９ １９，８６４ ２２，９２９ １９，９９１ １６，４１８
減
価
償
却
費

建物・構築物 ３８，００８ ２６，７９０ ４４，７８９ ２８，８８２ ２２，８１４ ２８，５７０ １９，９４３ ２５，６６９
機器具・車輌 ５０，８１４ ６０，６８８ ４６，９８０ ５２，４４２ ４８，３２１ ４３，０４８ ５３，４２５ ３８，２８５
家畜 ６１，３４１ ６１，５１８ ６０，２９３ ６４，３０７ ８４，７６４ ８８，２７５ ８１，９６６ ８９，６５０
計 １５０，１６２ １４８，９９７ １５２，０６１ １４５，６３０ １５５，８９９ １５９，８９３ １５５，３３４ １５３，６０３

修繕費 ４２，８６５ ５２，１１５ ４３，０４９ ３３，０６１ ４１，２３６ ３５，９４８ ４０，７２６ ４８，０５８
小農具費 ２，９４４ ２，４８４ ３，３８９ ２，０７２ ５，６５７ ２，９４６ ７，０８７ ４，０７８
消耗諸材料費 １８，９８２ ２０，１３９ １９，９６６ １４，８７５ ２６，７８９ ３５，６７６ ２４，２０１ ２５，６６３
資料料金その他 ７９，１２３ ９７，３９３ ７７，８９８ ６４，５３１ ３４，１４６ ３０，７４８ ３４，０４２ ３７，８５５
当期生産費用合計 ８５９，５１３ ９９７，１３５ ８３６，０９３ ７９２，１５２ １，１６２，２７５ １，３１６，８７３ １，１４６，３０５ １，０５５，５８８

期中経産牛振替額 ７６，６５２ ８４，０７７ ７３，１１２ ７９，８４４ １０２，６２０ １０８，７５２ ９７，５６１ １１１，６６４
期末飼養牛評価額 １１７，７９６ １５６，７７４ １１１，３５３ ９８，１４６ ９７，７１２ １０２，３５９ １０１，３０１ ８２，２９９
売上原価 ７７３，２９７ ８７３，４３５ ７６１，６０３ ７０８，２４２ １，０６３，１６１ １，２１９，３４４ １，０５１，２８１ ９４２，６１９

売上総利益 ２６２，８６９ １２０，８６９ ２６８，５４４ ３８７，８４７ １７６，４８６ －５９，８９８ ２０４，９５８ ３２７，４５３
一
般
管
理
費

販
売
費

販売経費 ４４，８２１ ４８，９９８ ４３，２９４ ４５，２２８ ８８，６１５ ８１，５９０ ９０，０６６ ９１，２８７
共済掛金等 ３８，４３８ ３７，８７９ ３８，４７９ ３８，８７６ ３４，８０３ ４２，４９８ ３４，６３６ ２７，６０９
その他 ４３，６０９ ４２，３５６ ４７，５０６ ３３，１７１ ５４，６１３ ４０，１９２ ６０，５６２ ５１，１８９
計 １２６，８６８ １２９，２３２ １２９，２７８ １１７，２７４ １７８，０３２ １６４，２８０ １８５，２６４ １７０，０８６

営業利益 １３６，００１ －８，３６３ １３９，２６６ ２７０，５７２ －１，５４６ －２２４，１７８ １９，６９４ １５７，３６７

営
業
外
収
益

受取利息 １７０ １３５ ２３７ ２ １３ ５ １８ ８
奨励金・補填金 ３０，２７５ ３９，８０３ ２８，４９０ ２６，１０２ ４４，５８７ ３５，１４５ ３０，９１５ ９５，０４７
経産牛処分益 １２，５２０ １２，２４５ １２，４１２ １３，１２１ ９，６１３ １３，３１５ ９，４７７ ６，３１６
その他 ５９，５５０ ８０，３１９ ５５，６３７ ５０，５１８ ３１，７２４ ３３，００１ ３３，５８８ ２４，８５６
計 １０２，５１５ １３２，５０１ ９６，７７７ ８９，７４４ ８５，９３７ ８１，４６６ ７３，９９８ １２６，２２６

営
業
外
費
用

支払利息 ３，０２３ ２，３２２ ３，３８９ ２，６２６ ４，７４２ ５，３７６ ４，３０４ ５，４１９
支払地代 ４，８２４ ７，９２５ ４，３３９ ３，１７８ ６，８６４ ８，６７９ ５，８３７ ８，１３３
経営安定積立金 １，５６６ １，３９８ １，５２３ １，８６４ １，１８０ １，０４８ ７９９ ２，４５５
経産牛処分損 ５，０７７ ８，４２２ ２，８２２ ８，４９９ １１，２４８ １２，７５６ ８，４０３ １８，２７５
その他 ０ ０ ０ ０ １６，０９４ １１，１５６ ７，６０８ ４６，４９４
計 １４，４９０ ２０，０６７ １２，０７２ １６，１６５ ４０，１２９ ３９，０１５ ２６，９５１ ８０，７７７

経常利益 ２２４，０２６ １０４，０７１ ２２３，９７０ ３４４，１５１ ４４，２６３ －１８１，７２６ ６６，７４１ ２０２，８１６
経常所得 ３４５，１７９ ２９８，５０４ ３４０，８３９ ４０４，８７５ ２１８，２６１ ７１，７２９ ２３９，０５３ ３０２，４１８
当期償還額控除所得 ２９３，８３５ ２４９，２３６ ２８３，４２６ ３９６，６６１ １３９，７２７ －１０，１４６ １７４，９９０ １８３，８１０
同上償却費加算額 ４４３，９９７ ３９８，２３３ ４３５，４８８ ５１５，２９１ ２９５，６２６ １４９，７４８ ３３０，３２４ ３３７，４１３

（表２）損益（家族労働力１人当たり所得階層別）
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した。診療・医薬品費、修繕費、小農具費、

消耗諸材料費、賃料料金その他についても、

上位が下位に比べ少なくなりました。

経産牛１頭当たり経常利益は、全体が２２万

４０００円、上位は３４万４０００円、下位は１０万４０００

円で、上位は下位の３．３倍となり、差が大き

くなりました。経産牛１頭当たり経常所得

は、全体が３４万５０００円、上位４０万５０００円、下

位２９万９０００円で、上位は下位に比べ１０万６０００

円（３６％）多くなりました。

（都府県）

都府県における経産牛１頭当たり売上高

は、全体が１２４万円、上位は１２７万円、下位は

１１５万９０００円で、上位は下位に比べ１１万１０００

円（１０％）多くなりました。そのうち経産牛

１頭当り牛乳販売収入は、全体が１０７万７０００

円、上位は１０９万３０００円、下位は１０２万１０００円

で、上位は下位に比べ７万２０００円（７％）多

くなりました。

経産牛１頭当たり売上原価は、全体が１０６

万３０００円、上位は９４万３０００円、下位は１２１万

９０００円で上位は下位に比べ２７万６０００円（２３％）

少なくなりました。当期生産費用をみると、

最も割合の高い購入飼料費は、上位が４９万

４０００円、下位が５６万７０００円で、上位は下位に

比べ７万３０００円（１３％）少なくなりました。

労働費は、上位が１３万７０００円、下位が２９万円

で、上位は下位に比べ１５万３０００円（５３％）少

なくなりました。診療・医薬品費は、上位が

３万６０００円、下位が５万２０００円で、上位は下

位に比べ１万６０００円（３２％）少なくなりまし

た。

経産牛１頭当たり経常利益は、全体が４万

４０００円、上位は２０万３０００円、下位はマイナス

１８万２０００円で、上位は下位に比べ３８万５０００円

多くなりました。

経産牛１頭当たり経常所得は、全体が２１万

８０００円、上位は３０万２０００円、下位は７万２０００

円で、上位は下位の４．２倍となり、差が大き

くなりました。

３．生産技術水準

表３に収益性諸要因分析を示しました。

収益性諸要因分析は、収益のほか生産技

術、労働、土地利用等の項目が含まれていま

す。

（北海道）

１）収益性

労働収益性を示した家族労働力１人当り年

間経常所得は、全体が９２２万円、上位１８６３万

円、下位は４００万９０００円で、上位は下位の４．６

倍となり、所得格差が大きくなりました。

２）生産技術

経産牛１頭当たり産乳量は上位９０７９kg、

下位８４０５kg で、６７４kg の差があり、これが

経産牛１頭当たり牛乳販売収入の差につな

がっていました。なお、他の技術項目につい

ては階層間の大きな差は見られませんでした。

３）労働力、労働時間

（１）労働力１人当たり経産牛飼養頭数

全体が２１．９頭、上位３０．４頭、下位１３．２頭

で、上位は下位より１７．２頭多くなりました

（上位は下位の２．３倍）。

（２）経産牛１頭当たり年間労働時間

全体が１０６時間、上位７４時間、下位１５９時間
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北海道 都府県
収益性諸要因分析 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％ 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％
集計件数 ３５ ７ ２１ ７ １００ ２０ ６０ ２０
家族労働力１人当り年間経常所得（千円） ９，２２０ ４，００９ ７，８２１ １８，６３０ ４，０９７ ７３１ ３，８８９ ８，０８７
経産牛１頭当り年間経常所得 （円） ３４５，１７９ ２９８，５０４ ３４０，８３９ ４０４，８７５ ２１８，２６１ ７１，７２９ ２３９，０５３ ３０２，４１８
経産牛１頭当り年間産乳額 （円） ８６７，８５５ ８２４，３６９ ８７６，３５３ ８８５，８４７１，０７７，２４９１，０２０，８２１１，０９０，９６８１，０９２，５２１
経産牛１頭当り年間産乳量 （kg） ８，８１６ ８，４０５ ８，８６６ ９，０７９ ９，１２５ ８，６２７ ９，２５７ ９，２２９
平均分娩間隔 （月） １３．８ １４．１ １３．７ １３．９ １４．８ １５．１ １４．６ １５．０
受胎に要した種付回数 （回） ２．２ ２．２ ２．１ ２．３ ２．４ ２．５ ２．４ ２．３
経産牛事故率 （％） ７．３ ８．０ ６．６ ８．４ ７．４ ７．５ ８．０ ５．８
生乳１kg当り平均価格 （円） ９９．００ ９７．９８ ９９．６１ ９８．１８ １１６．５３ １１６．８２ １１６．４９ １１６．３９
平均乳脂率 （％） ３．９９ ３．９３ ４．０３ ３．９２ ３．９１ ３．９５ ３．８９ ３．９２
乳飼比（育成牛その他含む） （％） ３２．４ ３４．３ ３２．１ ３１．５ ４９．５ ５４．８ ４９．２ ４５．３
労働力１人当り経産牛飼養頭数 （頭） ２１．９ １３．２ ２１．９ ３０．４ １６．６ １４．１ １５．８ ２１．６
経産牛１頭当り年間労働時間 （時間） １０６ １５９ ９８ ７４ １４４ １８１ １４４ １０７
経産牛１頭当り年間飼養管理労働時間（時間） １００ １５２ ９３ ６７ １２６ １６３ １２４ ９４
飼料生産のべ１０a当り労働時間（時間） ０．５ ０．６ ０．５ ０．７ １９．３ ９．９ ２５．８ ９．１
雇用依存率 （％） １１．６ ４．３ ６．５ ３４．０ １５．０ １７．７ １０．９ ２４．３
経産牛１頭当り供用土地面積 （a） １０５．２ １２８．４ １０５．４ ８１．５ ３１．３ ３６．５ ２７．２ ３８．５
経産牛１頭当り借入地面積 （a） １３．５ １４．３ １５．７ ５．９ １５．７ １４．８ １３．８ ２２．５
借入地依存率 （％） １２．１ １２．７ １３．０ ９．０ ４１．４ ３２．７ ４１．４ ５０．２
借入地のべ１０a当り年間平均支払地代（円） ２，５４４ ３，９７９ １，９５５ ３，０７１ ３３，０５１ １２，３１３ ４０，５３８ ２７，７９４
所得率 （％） ３３．９ ３０．４ ３３．９ ３７．４ １７．４ ６．５ １９．１ ２３．５
売上高経常利益率 （％） ２１．８ １０．４ ２２．３ ３１．８ ３．２ －１５．６ ５．３ １５．８

（表３）収益性諸要因分析（家族労働力１人当たり所得階層別）

で、上位は下位より８５時間（５３％）短くなり

ました。

４）所得率

全 体 が３３．９％、上 位 は３７．４％、下 位 は

３０．４％で、上位は下位と比べ７．０％高くなり

ました。

（都府県）

１）収益性

労働収益性を示した家族労働力１人当たり

年間経常所得は、全体が４０９万７０００円、上位

は８０８万７０００円、下位は７３万１０００円で、上位

は下位の１１．１倍となり、所得格差が大きくな

りました。

２）生産技術

経産牛１頭当たり産乳量は上位９２２９kg、

下位８６２７kg で、６０２kg の差があり、これが

経産牛１頭当たり牛乳販売収入の差につな

がっていました。なお、他の技術項目につい

ては階層間の大きな差は見られませんでし

た。

３）労働力、労働時間

（１）労働力１人当たり経産牛飼養頭数

全体が１６．６頭、上位２１．６頭、下位１４．１頭

で、上位は下位より７．５頭（５３％）多くなり

ました。

（２）経産牛１頭当たり年間労働時間

全体が１４４時間、上位１０７時間、下位１８１時

間で、上位は下位より７４時間（４１％）少なく

なりました。

４）所得率

全 体 が１７．４％、上 位 は２３．５％、下 位 は

６．５％で、上位は下位に比べて１７％高くなり

ました。
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北海道 都府県
施設投資・資金借入状況 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％ 全体 下位２０％ 中位６０％ 上位２０％
集計件数 ３５ ７ ２１ ７ １００ ２０ ６０ ２０
経産牛１頭当り施設機器具平均投資額（円） ６６８，６６３ ６１０，９６８ ７２６，６９４ ５５２，２６６ ３８５，５０５ ３７１，８５９ ３９６，１００ ３６７，３６６
経産牛１頭当り資金借入残高 （円） ４６４，９６６ ２８２，７０９ ５７６，１４９ ３１３，６７５ ４２７，１８３ ４３１，７６４ ３８７，９９５ ５４０，１６５
経産牛１頭当り年間借入金償還負担額（円） ５１，３４４ ４９，２６８ ５７，４１３ ３５，２１４ ７８，５３４ ８１，８７４ ６４，０６３ １１８，６０８
経常所得対借入金償還額比率 （%） １８．０ １７．９ １９．２ １４．５ １９．９ －３９．８ ３１．１ ４６．１

（表４）施設投資・資金借入状況（家族労働力１人当たり所得階層別）

４．経営の安全性

表４に施設投資・資金借入状況を示しました。

（北海道）

１）経産牛１頭当たり施設機器具平均投資額

全体が６６万９０００円、上位は５５万２０００円、下

位は６１万１０００円、上位は下位に比べて５万

９０００円（１０％）少なくなりました。

２）経産牛１頭当たり資金借入残高

全体が４６万５０００円、上位は３１万４０００円、下

位は２８万３０００円、上位は下位より３万１０００円

（１１％）多くなりました。

３）経産牛１頭当たり年間借入金償還負担額

全体が５万１０００円、上位は３万５０００円、下

位は４万９０００円で、上位は下位に比べて１万

４０００円（２９％）少なくなりました。

（都府県）

１）経産牛１頭当たり施設機器具平均投資額

全体が３８万６０００円、上位３６万７０００円、下位

３７万２０００円で、上位と下位に差はありません

でした。

２）経産牛１頭当たり資金借入残高

全体が４２万７０００円、上位は５４万円、下位は

４３万２０００円で、上位は下位に比べて１０万８０００

円（２５％）多くなりました。

３）経産牛１頭当たり年間借入金償還負担額

全体が７万９０００円、上位は１１万９０００円、下

位は８万２０００円、上位は下位と比べて３万

７０００円（４５％）多くなりました。

まとめ

北海道、都府県ともに、家族労働力１人当

たり所得階層上位では、次のような特徴がみ

られました。

①経産牛飼養頭数が多い、②家族労働力１

人当たりの経産牛飼養頭数が多く、飼養労働

時間が短い、③牛乳販売収入、子牛・育成牛

販売収入が多い、④当期生産費用の自給飼料

費、労働費、診療・医薬品費、燃料費が少な

く、生産原価が少ない、⑤経常利益および経

常所得が極めて高い。

一方、収益性諸要因では、経産牛１頭当た

りの年間産乳量と同労働時間に階層間の差が

見られており、収益性の差につながっていま

した。

今回の調査結果を経営状況、損益、収益性

等についての目安として、また、経営改善の

ための参考として活用ください。

最後に、調査にご協力いただいた道府県畜

産協会の皆さまに厚くお礼申し上げます。

（筆者：（公社）中央畜産会経営支援部
（支援、調査）技師）

2019.10.20 No.359 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

１５



（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

算出の区域 肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価（概算払）※ 算出の区域 肉用牛１頭当たりの

標準的販売価格
肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価（概算払）※

北海道 １，１５３，１７５円 １，２１１，０９２円 ４８，１２５．３円 石川県 １，３１３，５０１円 １，１８４，０５５円 －

青森県 １，１６６，７１７円 １，１８４，９０５円 １２，３６９．２円 福井県 １，３９８，４６４円 １，１８２，０２０円 －

岩手県
（日本短角種を除く） １，１５４，８４６円 １，２０６，６７０円 ４２，６４１．６円

愛知県 １，１８１，３７６円 １，２０７，１１７円 １９，１６６．９円

鳥取県 １，１８５，０２１円 １，２３０，４７９円 ３６，９１２．２円

岩手県
（日本短角種） ８０２，５０３円 ７３９，９６７円 －

島根県 １，１５３，７０４円 １，２０８，９４２円 ４５，７１４．２円

岡山県 １，２０４，６５８円 １，１６３，４１０円 －

宮城県 １，１９４，０９９円 １，２２８，２３２円 ２６，７１９．７円 広島県 １，１８３，８７６円 １，１９３，０１７円 ４，２２６．９円

秋田県 １，２１６，８３６円 １，２１３，３８４円 － 山口県 １，１５２，４７３円 １，２１１，６１５円 ４９，２２７．８円

福島県 １，１９９，５７６円 １，２１８，２８７円 １２，８３９．９円 香川県 １，２３６，８６７円 １，１８３，９６３円 －

茨城県 １，１７１，０３０円 １，２２６，２２０円 ４５，６７１．０円 愛媛県 １，１８７，２７６円 １，１６８，４３４円 －

栃木県 １，１８８，０４４円 １，１９７，９３６円 ４，９０２．８円 福岡県 １，１４８，４９７円 １，２３２，５１８円 ７１，６１８．９円

群馬県 １，１８６，９６４円 １，１６８，５２９円 － 佐賀県 １，１７４，３７６円 １，２３５，２５０円 ５０，７８６．６円

埼玉県 １，１７９，５５６円 １，１９８，２４５円 １２，８２０．１円 長崎県 １，１５３，０８３円 １，２２８，０４０円 ６３，４６１．３円

千葉県 １，１８１，６２８円 １，２２８，３５６円 ３８，０５５．２円 熊本県 １，１４２，０３６円 １，１７５，３８１円 ２６，０１０．５円

神奈川県 １，１９０，１２０円 １，１５８，５２３円 － 大分県 １，１４２，３２１円 １，２３０，４３４円 ７５，３０１．７円

山梨県 １，２２３，８５５円 １，２２１，１３１円 － 宮崎県 １，２３９，８３３円 １，２１６，０２２円 －

長野県 １，１７０，５９６円 １，２２１，９１８円 ４２，１８９．８円 鹿児島県 １，１９５，９５６円 １，２４９，１７８円 ４３，８９９．８円

静岡県 １，１６３，７３６円 １，２３６，８７２円 ６１，８２２．４円 沖縄県 １，１８７，９１２円 １，１９７，４１３円 ４，５５０．９円

新潟県 １，１９０，０４８円 １，１９０，２４１円 － 二以上の
都道府県の区域 １，２９６，４４０円 １，２５８，６９５円 －

富山県 １，４８４，７５０円 １，１９９，６９４円 －

（表１）肉専用種の交付金単価（概算払）

各種交付金単価の公表について

１．肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）〔令和元年８月分〕

（独）農畜産業振興機構は、令和元年８月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定
に関する法律（昭和３６年法律第１８３号）第３条第１項に規定する交付金について、肉用牛肥育経
営安定交付金交付要綱（平成３０年１２月２６日付け３０農畜機第５２５１号）第４の６の（５）のオの規定
および同（５）のカの規定により準用する同（１）から（４）までの規定に基づき標準的販売価
格および標準的生産費並びに交付金単価を表１および表２の通り公表しました。
なお、当該交付対象牛に係る交付金の交付については、概算払いを行います。標準的生産費お

よび交付金単価の確定値については、令和元年１１月上旬に公表する予定です。
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肉用牛１頭当たりの標準的販売価格 肉用牛１頭当たりの標準的生産費 肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）※
交雑種 ７６８，８７６円 ７６５，８４３円 －
乳用種 ４６４，９４６円 ４９４，８４１円 ２２，９０５．５円

（表２）交雑種・乳用種の交付金単価（概算払）

※肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）は、肉用牛１頭当たりの標準的生産費と肉用牛１頭当たりの標準的販売
価格との差額に１００分の９０を乗じた額から４，０００円を控除した額

算出期間 平成３１年４月から令和元年９月まで

肉豚１頭当たりの標準的販売価格 ３９，３２４円／頭（①）

肉豚１頭当たりの標準的生産費 ３４，０４０円／頭（②）

肉豚１頭当たりの交付金単価（参考） － （①＞②のため交付なし）

（表３）肉豚経営安定交付金単価について

２．肉豚経営安定交付金（豚マルキン）〔令和元年度第１・２四半期〕

（独）農畜産業振興機構は、平成３１年４月から令和元年９月までの算出期間（令和元年度第１・
２四半期）における、畜産経営の安定に関する法律（昭和３６年法律第１８３号）第３条第１項に規
定する交付金について、肉豚経営安定交付金交付要綱第４の５の（５）の規定により算出した見
込みの標準的販売価格および同規定により算出した見込みの標準的生産費を表３の通り公表しま
した。
同規定により、算出した見込みの標準的生産費を上回ったことから、概算払はありません。
なお、今回の算出期間における確定値については、１１月上旬に公表する予定です。

2019.10.20 No.359 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

１７



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.66667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.66667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


